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目

次

告

示

○
広
域
連
合
の
規
約
の
変
更

(

市

町

村

振

興

課)

…

�

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定

(

健
康
福
祉

政

策

課)

…

�

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
再
開
の
届
出

(

同

)

…

�

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
(

高
齢
福
祉

保

険

課)

…

�

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定

(

同

)

…

�

○
障
害
者
自
立
支
援
法
に
よ
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
の
辞

退

(

障
害
福
祉
課)

…

�

○
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定

(

同

)

…

�

○
森
林
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
告
示
及
び
掲
示

(
林

政

課)

…

�

○
水
域
施
設
等
の
建
設
の
変
更
の
届
出

(

港
湾
空
港
課)

…

�

公

告

○
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

(

東
青
地
域

県

民

局)
…

�

○
右

同

(

同

)

…

�

○
右

同

(

同

)

…

�

○
右

同

(

同

)

…

�

○
右

同

(

同

)

…

�

公
営
企
業

○
青
森
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

(

病

院

局

経
営
企
画
室)

…

�

○
青
森
県
病
院
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

(

同

)

…

�

告

示

青
森
県
告
示
第
五
十
七
号

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
九
十
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
津
軽
広
域
連
合
の
規
約
の
変
更
を
平
成
二
十
五
年
一
月
十
六
日
許
可
し
た
の
で
、
同
条
第
五
項

の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
五
年
一
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
十
八
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助

の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
一
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
五
十
九
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
医
療
機
関
か
ら
再
開
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
一
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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青 森 県 報平成25年１月30日 水曜日 第3647号�

名
称
又
は
氏
名

所

在

地

又

は

住

所

指
定
年
月
日

医
療
法
人
フ
ル
ダ
テ
歯
科

八
戸
市
内
丸
三
丁
目
九
の
九

平
成
��･

��･

�

�
�
�
�
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青
森
県
告
示
第
六
十
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
一
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
六
十
一
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
の
十
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
一
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
六
十
二
号

障
害
者
自
立
支
援
法

(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

指
定
自
立
支
援
医
療
機
関

(

精
神
通
院
医
療)

が
そ
の
指
定
を
辞
退
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条

第
三
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
一
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
六
十
三
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
一
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成25年１月30日 水曜日 第3647号 �

名
称
又
は
氏
名

所

在

地

又

は

住

所

再
開
年
月
日

広
田
歯
科
医
院

五
所
川
原
市
大
字
広
田
字
柳
沼
一
の
三

平
成
��

･

�･

�

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う

事

業

所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

居
宅
サ
ー

ビ
ス
の
種

類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

株
式
会
社
ヤ

マ
シ
ョ
ー

三
戸
郡
南
部
町
大

字
小
泉
字
上
舘
野

三
〇
の
三

訪
問
介
護

ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

絆

三
戸
郡
南
部
町
大

字
斗
賀
字
沼
田
七

一
の
一
、
七
一
の

二

平
成

��

･

�･

��

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

株
式
会
社
ヤ

マ
シ
ョ
ー

三
戸
郡
南
部
町
大

字
小
泉
字
上
舘
野

三
〇
の
三

介
護
予
防

訪
問
介
護

ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

絆

三
戸
郡
南
部
町
大

字
斗
賀
字
沼
田
七

一
の
一
、
七
一
の

二

平
成

��

･

�･

��

名

称

所

在

地

指
定
辞
退

年
月
日

調
剤
薬
局
ツ
ル
ハ
ド
ラ
ッ

グ
平
内
店

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
小
湊
字
外
ノ
沢
四
〇

平
成
��･

�･

��

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う

事

業

所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

ア
ー
ス
サ
ポ

ー
ト
株
式
会

社

東
京
都
渋
谷
区
本

町
一
丁
目
四
の
一

四

居
宅
介
護

ア
ー
ス
サ
ポ

ー
ト
八
戸
東

八
戸
市
湊
高
台
二

丁
目
二
〇
の
二

平
成

��

･

�･

�

ア
ー
ス
サ
ポ

ー
ト
株
式
会

社

東
京
都
渋
谷
区
本

町
一
丁
目
四
の
一

四

重
度
訪
問

介
護

ア
ー
ス
サ
ポ

ー
ト
八
戸
東

八
戸
市
湊
高
台
二

丁
目
二
〇
の
二

〃
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青
森
県
告
示
第
六
十
四
号

平
成
二
十
五
年
一
月
四
日
青
森
県
告
示
第
二
号
で
保
安
林
の
指
定
を
解
除
し
た
旨
告
示
し
た
次
の

一
の
森
林
に
つ
い
て
、
森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
三
条
第
六
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
で
き
な
い
の
で
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
二
及
び
三
の
と
お
り
そ
の
通
知
の
内
容
及
び
同
条
の
規
定
に
よ
る
掲
示
を
し
た
旨

を
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
一
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

解
除
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
森
林
所
有
者
氏
名

二

解
除
保
安
林
の
通
知
の
内
容

青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
及
び
十
和
田
市
役
所
に
備
え
置
い
て
い
る
関
係
書
類
の
と
お
り
。

三

森
林
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
掲
示

平
成
二
十
五
年
一
月
十
七
日
十
和
田
市
役
所
に
掲
示
し
た
。

青
森
県
告
示
第
六
十
五
号

港
湾
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号)

第
五
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

成
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日
付
け
で
届
出
の
あ
っ
た
水
域
施
設
等
の
建
設
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
五

年
一
月
十
七
日
付
け
で
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公

示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
一
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

届
出
人
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名

東
京
都
千
代
田
区
内
幸
町
一
丁
目
一
の
三

東
京
電
力
株
式
会
社

代
表
執
行
役
社
長

廣
瀬
直
己

二

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

公

告

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
一
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
田
中
塗
装
店

二

代
表
者
の
氏
名

田
中

ユ
リ
子

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
中
央
四
丁
目
一
一
の
一
五

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
一)

第
二
〇
五
三
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
五
年
一
月
七
日

青 森 県 報平成25年１月30日 水曜日 第3647号�

ア
ー
ス
サ
ポ

ー
ト
株
式
会

社

東
京
都
渋
谷
区
本

町
一
丁
目
四
の
一

四

同
行
援
護

ア
ー
ス
サ
ポ

ー
ト
八
戸
東

八
戸
市
湊
高
台
二

丁
目
二
〇
の
二

〃

解
除
保
安
林
の
所
在
場
所

森
林
所
有
者
氏
名

十
和
田
市
大
字
赤
沼
字
下
平
四
三
七
の
一
四

不
明

十
和
田
市
大
字
赤
沼
字
下
平
四
三
七
の
八
〇

赤
石

晃

十
和
田
市
大
字
赤
沼
字
下
平
四
三
八
の
二
四

中
野
渡

芳
弘

区

分

変

更

前

変

更

後

届
出
人
の
代
表
者
の
氏
名

取
締
役
社
長

清
水
正
孝

代
表
執
行
役
社
長

廣
瀬
直
己

施
設
の
建
設
の
工
事
の
完
了

の
予
定
期
日

平
成
二
十
五
年
一
月
三
十
一

日

平
成
二
十
九
年
一
月
三
十
一

日

� �
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六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

塗
装
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
四
年
十
二
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届

出
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当

す
る
。建

設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
一
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
セ
イ
ユ
ウ

二

代
表
者
の
氏
名

佐
藤

輝
美

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
油
川
字
柳
川
五
八
の
七

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
二)

第
一
〇
〇
二
六
八
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
五
年
一
月
十
一
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
四
年
十
一
月
三
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出

に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
一
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
エ
イ
・
ワ
ン
ド

二

代
表
者
の
氏
名

高
森

正
志

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
筒
井
四
丁
目
三
の
三
七

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
九)

第
一
〇
〇
四
三
〇
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
五
年
一
月
十
一
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
、
大
工
、
鋼
構
造
物
、
ガ
ラ
ス
、
内
装
仕
上
、
建
具
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
四
年
十
二
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届

出
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当

す
る
。建

設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
一
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

須
藤
工
業

二

氏
名

須
藤

秀
市

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
野
内
字
菊
川
一
六
八
の
五

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
九)

第
一
〇
〇
四
二
四
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
五
年
一
月
十
五
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
、
石
、
鋼
構
造
物
、
ほ
装
、
し
ゆ
ん
せ
つ
、
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許

可
七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
四
年
十
一
月
三
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出

に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。
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建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
一
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

北
日
本
推
進
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

中
野

正
�

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
野
木
字
山
口
一
六
四
の
四
八

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(
特
―
二
〇)

第
一
一
六
七
八
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
二
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
、
と
び
・
土
工
、
ほ
装
、
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
四
年
十
月
二
十
九
日
前
記
建
設
業
者
が
破
産
手
続
開
始
の
決
定
に
よ
り
解
散
し
た
こ

と
が
、
届
出
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規

定
に
該
当
す
る
。

公

営

企

業

青
森
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
一
月
三
十
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

吉

田

茂

昭

青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
一
号

青
森
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程

(

平
成
十
九
年
三
月
青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
七
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
四
条
第
一
項
中

｢

休
暇
簿

(

第
二
号
様
式)

に
記
入
し｣

を

｢

次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員

の
区
分
に
応
じ
て
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り｣

に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

運
営
部

(

つ
く
し
が
丘
病
院
運
営
室
を
除
く
。)

又
は
中
央
病
院
に
勤
務
す
る
職
員

(

以
下

｢

中
央
病
院
等
に
勤
務
す
る
職
員｣

と
い
う
。)

勤
怠
管
理
シ
ス
テ
ム

(

通
信
機
器
及
び
通

信
回
路
に
よ
り
相
互
に
接
続
さ
れ
た
電
子
計
算
機
、
印
刷
装
置
等
の
複
合
体
を
利
用
し
て
行
う

職
員
の
服
務
に
関
す
る
届
出
等
に
係
る
業
務
処
理
の
体
系
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

に
入
力

二

前
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員

休
暇
簿

(

第
二
号
様
式)

に
記
入

第
二
十
四
条
第
二
項
中

｢

休
暇
簿

(

第
三
号
様
式)

に
記
入
し｣

を

｢

次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員

の
区
分
に
応
じ
て
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り｣

に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

中
央
病
院
等
に
勤
務
す
る
職
員

勤
怠
管
理
シ
ス
テ
ム
に
入
力

二

前
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員

休
暇
簿

(

第
三
号
様
式)

に
記
入

第
二
十
四
条
第
七
項
中

｢

休
暇
簿

(

第
四
号
様
式)

に
記
入
し｣

を

｢

次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員

の
区
分
に
応
じ
て
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り｣

に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

中
央
病
院
等
に
勤
務
す
る
職
員

勤
怠
管
理
シ
ス
テ
ム
に
入
力

二

前
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員

休
暇
簿

(

第
四
号
様
式)

に
記
入

第
四
十
三
条
中

｢

職
員｣

の
下
に

｢(

中
央
病
院
等
に
勤
務
す
る
職
員
を
除
く
。)

｣

を
加
え
る
。

第
四
十
四
条
中

｢

運
営
部
及
び
病
院｣

を

｢

つ
く
し
が
丘
病
院
運
営
室｣

に
改
め
る
。

第
四
十
八
条
中｢

休
日
勤
務
は
、｣

の
下
に｢

中
央
病
院
等
に
勤
務
す
る
職
員(

医
師
を
除
く
。)

に
あ
っ
て
は
勤
怠
管
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
、
そ
れ
以
外
の
職
員
に
あ
っ
て
は｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
五
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
病
院
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
一
月
三
十
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

吉

田

茂

昭

青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
二
号

青
森
県
病
院
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
病
院
局
の
組
織
等
に
関
す
る
規
程

(

平
成
十
九
年
三
月
青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
一

号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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第
二
十
二
条
第
五
号
中

｢

病
院
局
長｣

を

｢

運
営
部
長
及
び
つ
く
し
が
丘
病
院
運
営
室
長｣

に
改

め
る
。

第
二
十
三
条
第
一
項
中

｢
｢

看
護
部
長｣

と
い
う
。)

｣

の
下
に

｢

及
び
中
央
病
院
看
護
部
の
次

長

(
以
下

｢

看
護
部
次
長｣

と
い
う
。)

並
び
に
中
央
病
院
医
療
情
報
部
の
次
長

(

以
下

｢

医
療
情

報
部
次
長｣
と
い
う
。)

｣

を
加
え
る
。

第
三
十
条
第
一
項
中

｢

看
護
部
の
次
長｣

を

｢

看
護
部
次
長｣

に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
中｢
庶
務
を
担
当
す
る
課
長｣

の
下
に｢

(

以
下｢

庶
務
担
当
課
長｣

と
い
う
。)

｣

を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

(

看
護
部
次
長
の
事
務
の
代
決)

第
三
十
一
条
の
二

当
該
事
務
を
担
当
す
る
看
護
部
次
長
が
不
在
の
と
き
は
当
該
事
務
を
担
当
す
る

看
護
指
導
監
が
、
当
該
事
務
を
担
当
す
る
看
護
部
次
長
又
は
看
護
指
導
監
が
と
も
に
不
在
の
と
き

は
中
央
病
院
の
院
長
が
定
め
た
順
序
に
よ
り
他
の
看
護
部
次
長
又
は
看
護
指
導
監
が
、
看
護
部
次

長
及
び
看
護
指
導
監
が
と
も
に
不
在
の
と
き
は
当
該
事
務
を
担
当
す
る
看
護
班
長
が
そ
の
事
務
を

代
決
す
る
。

(

医
療
情
報
部
次
長
の
事
務
の
代
決)

第
三
十
一
条
の
三

当
該
事
務
を
担
当
す
る
医
療
情
報
部
次
長
が
不
在
の
と
き
は
庶
務
担
当
課
長
が

そ
の
事
務
を
代
決
す
る
。

別
表
第
四
運
営
部
長
の
項
の
第
二
号
イ
中

｢

時
間
外
勤
務
命
令｣
の
下
に

｢

、
休
日
勤
務
命
令
及

び
夜
間
勤
務
命
令｣

を
加
え
、

｢

及
び
看
護
部
長｣

を

｢

、
看
護
部
長
、
看
護
部
次
長
及
び
医
療
情

報
部
次
長｣

に
改
め
、
同
号
ロ
中

｢

及
び
看
護
部
長｣

を

｢

、
看
護
部
長
及
び
看
護
部
次
長｣

に
改

め
、
同
表
課
長
等

(

つ
く
し
が
丘
病
院
運
営
室
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

の
項
中
第
九
号
を
削
り
、

第
十
号
を
第
九
号
と
し
、
第
十
一
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
表
庶
務
担
当

課
長
の
項
の
第
二
号
中

｢

所
属
す
る
者｣

の
下
に

｢

並
び
に
中
央
病
院
の
医
療
情
報
部
に
所
属
す
る

非
常
勤
職
員
及
び
臨
時
的
に
任
用
す
る
者｣

を
加
え
、
同
表
中

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
る
。附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
五
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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看
護
部
長

一

看
護
部
の
職
員(

看
護
部
長
を
除
く
。)

の
週
休
日
の
振
替
等
、

勤
務
時
間
の
割
振
り
、
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
及
び
休
日
の
代
休

日
の
指
定
並
び
に
休
暇

(

年
次
休
暇
及
び
夏
季
休
暇
に
限
る
。)

の
承
認
等
に
関
す
る
こ
と
。

二

看
護
部
の
職
員
の
時
間
外
勤
務
命
令
、
休
日
勤
務
命
令
及
び
夜

間
勤
務
命
令
に
関
す
る
こ
と
。

医
療
情
報
部
次
長

看
護
部
次
長

つ
く
し
が
丘
病
院

看
護
部
長

中
央
病
院
看
護
部

長

一

医
療
情
報
部
の
非
常
勤
職
員
及
び
臨
時
的
に
任
用
す
る
職
員
の

時
間
外
勤
務
命
令
及
び
休
日
勤
務
命
令
に
関
す
る
こ
と
。

一

中
央
病
院
看
護
部
の
職
員

(

看
護
部
長
、
看
護
部
次
長
、
看
護

指
導
監
、
総
括
主
幹
看
護
師
、
主
幹
看
護
師
及
び
看
護
班
長
を
除

く
。)

に
係
る
次
の
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

イ

時
間
外
勤
務
命
令
、
休
日
勤
務
命
令
及
び
夜
間
勤
務
命
令
に

関
す
る
こ
と
。

ロ

年
次
休
暇
及
び
夏
季
休
暇
の
承
認
等
に
関
す
る
こ
と
。

一

所
属
職
員

(

看
護
部
長
を
除
く
。)

の
週
休
日
の
振
替
等
、
勤

務
時
間
の
割
振
り
、
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
及
び
休
日
の
代
休
日

の
指
定
並
び
に
休
暇

(

年
次
休
暇
及
び
夏
季
休
暇
に
限
る
。)

の

承
認
等
に
関
す
る
こ
と
。

二

所
属
職
員
の
時
間
外
勤
務
命
令
、
休
日
勤
務
命
令
及
び
夜
間
勤

務
命
令
に
関
す
る
こ
と
。

一

所
属
職
員

(

看
護
部
長
を
除
く
。)

の
週
休
日
の
振
替
等
、
勤

務
時
間
の
割
振
り
、
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
及
び
休
日
の
代
休
日

の
指
定
並
び
に
休
暇

(

年
次
休
暇
及
び
夏
季
休
暇
に
限
る
。)

の

承
認
等

(

看
護
部
次
長
の
専
決
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

に
関
す

る
こ
と
。

二

所
属
職
員
の
時
間
外
勤
務
命
令
、
休
日
勤
務
命
令
及
び
夜
間
勤

務
命
令

(

看
護
部
次
長
の
専
決
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

に
関
す

る
こ
と
。
(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


